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 この基準は、香川県立保健医療大学授業科目履修規程第９条に基づき、学生の進級の基

準及び不合格となった授業科目の再履修等について定めるものである。 

 

（趣旨） 

１ 本学の各学科の教育課程は、効果的・体系的に学修できるよう、各学年に授業科目を 

配当した進級制を採用していることから、各学年において修得すべき授業科目及び単位 

数を修得している場合に進級できるものとし、修得していない場合は、原則として、原 

級に留まるものとする。 

 

（進級基準） 

２ 進級基準については、その学年末で修了する必修科目の全科目に合格するとともに、

別表１（進級要件単位表）に掲げる単位数を満たすこととする。 

 

（進級認定） 

３ 進級については、教務委員会が審査の上、教授会の議を経て学長が認定する。 

 

（再履修等について） 

４ 進級基準を満たさないで前号に掲げる学長が認定した学生又は原級に留まった学生

は、担当教員の具体的な指示に従って、不合格となった科目の再履修又は不足している

単位数を充足できるような科目の履修を行うものとする。 

 

 

 

 




